
学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における 

業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（概要） 

                                        

教育庁総務課 

 

１ 経緯（平成 29 年度） 

（１）4 月 28 日，教員勤務実態調査（平成 28 年度）集計結果の公表 

（２）8 月 29 日，中教審働き方改革部会「学校における働き方改革に係る緊急提言」 

（３）12 月 22 日，中教審「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のた

めの学校における働き方改革に関する総合的な方策について」（中間まとめ） 

（４）12 月 26 日，文部科学大臣決定「学校における働き方改革に関する緊急対策」（緊急対策） 

⇒文科省が中心的に実施していく内容を緊急対策としてとりまとめたもの。 

（５）2 月 9 日，事務次官通知（標題） 

⇒都道府県教委として必要な取組の徹底と，政令市を除く市町村教委への指導・助言を行う

よう依頼されたもの。 

 

２ 主な内容 

（１）学校における業務改善について 

  ① 役割分担・適正化を着実に実行するため教育委員会が取り組むべき方策について 

    ・ 業務改善方針，計画の策定及びフォローアップ 

    ・ 事務職員の校務運営への参画推進 

    ・ 専門スタッフとの役割分担の明確化，支援 

    ・ 業務管理，関係機関との連携体制の整備 

    ・ 校務支援システム等ＩＣＴの活用推進 

・ 研修，研究事業等の適正化 など１３項目 

  ② 教育委員会が特に留意すべき個別業務の役割分担及び適正化について 

Ａ 学校以外が 

担うべき業務【４】 

Ｂ 学校の業務であるが教師が 

担う必要のない業務【４】 

Ｃ 教師の業務であるが負担 

 軽減が可能な業務【４】 

・登下校の対応 

・夜間見回り，補導対応 

・学校徴収金の徴収 

・地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの調整 

・調査・統計等への回答 

・休み時間の対応 

・校内清掃 

・部活動 

・給食時の対応 

・授業準備 

・学習評価・成績処理 

・学校行事等の準備運営 

・進路指導 

・支援が必要な児童生徒対応 

③ 学校が作成する計画，組織運営の見直し 

  計画の統合，効果的な計画の策定，共有化など取組の推進 など５項目 

（２）勤務時間管理の徹底及び適正な勤務時間の設定について 

   ・ＩＣＴ等を活用した勤務時間の客観的な集計システムの構築 

   ・長期休業期間中の学校閉庁日の設定 など６項目 

（３）教職員全体の働き方改革に関する意識改革について 

   ・学校の管理職に対するマネジメント能力の養成 

   ・働き方に関する研修の実施 など５項目 
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